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本ガイドラインは、（株）三菱総合研究所において、厚生労働省老人保健健康増進等事業「特
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Ⅰ．背景

１．平成２１年度モデル事業の概要

特別養護老人ホームにおいて、高齢化や要介護度の重度化に伴い、医療的ケアを必要とする利

用者が増加している。一方で、特別養護老人ホームは医療提供を主目的とした施設ではないため、

看護職員の配置等が十分ではなく、たんの吸引や経管栄養が必要な要介護者の入所が難しいとい

った状況にある。

このため、厚生労働省において、平成 21 年 2 月から「特別養護老人ホームにおける看護職員

と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」を開催し、特別養護老人ホームにおける

看護職員と介護職員の連携・協働による医療的ケアの在り方について検討が行われてきた。この

検討会において、相対的に危険性の程度が低く、かつ看護職員が手薄な夜間において行われる頻

度が高いと考えられる、口腔内（咽頭の手前まで）のたんの吸引及び胃ろうによる経管栄養（栄

養チューブ等の接続・注入開始を除く）（以下「口腔内のたんの吸引等」という）について、モデ

ル事業（特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関するモ

デル事業）を実施することについて合意が得られ、平成 21 年 9 月から全国各地の特別養護老人

ホーム（計 125 施設）において実施することとなった。

このモデル事業では、養成研修を受けた看護師が各施設に戻って、以下の流れに沿って医療的

ケア事業を試行し、安全性や有効性についての検証が行われた。

図表 1 モデル事業の実施の流れ

※ 「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関するモデ
ル事業報告書」平成 22 年 3 月 株式会社日本能率協会総合研究所 より作成

施設内研修・

試行の計画・

準備

施設内研修

の実施

試行

プロセス

評価

日誌

関係者に

よる各質問票

への回答

・ 施設長など
への説明

・ 日程調整
・ 人選
・ 資料の準備
・ 同意書

・ 看護職員の事
前事後評価

・ 介護職員のプロセ
ス評価

・ 介護職員のケアの
実施記録・評価

・ 関係者（介護職
員、看護職員、
医師、施設長、
指導看護師）の
研修及び試行に
対する評価
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このモデル事業の検証結果を踏まえ、「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携

によるケアの在り方に関する取りまとめ」（平成 22 年 3 月 31 日）（以下「報告書」という）が

まとめられた。この報告書では、本来、特別養護老人ホームにおける看護職員の適切な配置を進

めるべきであるが、特に夜間において口腔内のたんの吸引等のすべてを担当できるだけの看護職

員の配置が困難である状況を鑑み、口腔内のたんの吸引等について、モデル事業で実施した方式

を特別養護老人ホーム全体に許容することは、医療安全が確保されるような一定の条件下では、

やむを得ないものと整理された。

２．平成２２年４月医政局長通知の発出

この報告書を受けて、厚生労働省では、介護職員による口腔内のたんの吸引等を特別養護老人

ホーム全体に許容することは、一定の条件の下では、やむを得ないものとし、「特別養護老人ホー

ムにおけるたんの吸引等の取扱いについて」（平成 22 年 4 月 1 日医政発 0401 第 17 号）を発

出した。

「一定の条件」とは、①文書による利用者の同意、②的確な医学管理、③医行為の水準の確保、

④施設における体制整備等であり、これらの条件を満たした場合に、特別養護老人ホームにおい

て、医師・看護職員と介護職員の連携による口腔内のたんの吸引等の実施が可能となった。

図表 2 看護職員と介護職員の連携によるたんの吸引等の実施要件

※ 厚生労働省「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に
関する取りまとめ」（平成 22 年 3 月 31 日）より作成

②的確な医学

管理

■配置医から看護職員に書面による指示

■看護職員の指示の下、看護職員と介護職員が連携・協働して実施

■配置医、看護職員及び介護職員の参加の下、利用者ごとに個別具

体的な計画を整備

①文書による

利用者の同意

■施設長が施設の組織対応を説明した上で、介護職員が実施すること

について、書面による本人・家族の同意を得る

③医行為の水

準の確保

■看護職員・介護職員に対する研修の実施

（モデル事業では、12時間の研修を受けた看護師が、施設内で14時間

の研修を介護職員に対して行ったものであり、原則として同等の知識・

技能に関する研修が必要）

④体制整備

■施設内において、以下の体制整備を行う

①安全性確保のための施設内委員会の開催

②記録・マニュアルの整備

③緊急時対応の手順の確認・訓練の実施 等
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医政発 0401 第 17 号厚生労働省医政局長通知

（平成 22 年 4 月 1 日）
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３．口腔内のたんの吸引等の範囲

特別養護老人ホームにおいて、医師・看護職員と介護職員の連携による実施が可能な医行為は、

「口腔内のたんの吸引」と「胃ろうによる経管栄養」である。

図表 3 口腔内のたんの吸引等の範囲

①口腔内のたんの吸引（咽頭の手前まで）

定義；口腔内（肉眼で確認できる範囲）に貯留した唾液、喀痰等の分泌物などの身体に不必

要な物質を、陰圧を用いて体外に排除すること

②胃ろうによる経管栄養（栄養チューブ等の接続・注入開始を除く）

定義；胃内に留置した消化管チューブ・栄養チューブを通して、非経口的に流動食を注入す

ること

特別養護老人ホーム

口腔内 ○（咽頭の手前までを限度）

鼻腔 ×

たんの

吸引

気管ｶﾆｭｰﾚ内部 ×

胃ろう ○（胃ろうの状態確認・チューブ接続・注入開始は看護職）

腸ろう ×

対

象

範

囲 経管

栄養

経鼻 ×

※ 第３回「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に

関する検討会」資料４より作成

４．本ガイドラインの目的

本ガイドラインは、厚生労働省「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」

（平成 22 年 4 月 1 日医政発 0401 第 17 号）を踏まえ、全国の特別養護老人ホームにおいて、

医師・看護職員と介護職員が連携・協働して口腔内のたんの吸引等を実施するにあたり、体制面

で必要な要件等を分かりやすく示すことを目的に作成したものである。

口腔内のたんの吸引等を安全に実施するためには、医師・看護職員・介護職員の連携・協働は

もとより、生活相談員、介護支援専門員、（管理）栄養士など、多職種連携の下で行われる必要が

あり、本ガイドラインは、それらの多職種連携・協働体制の構築を前提として作成している。

本ガイドラインでは、Ⅰ部に背景を示し、Ⅱ部には、実際に口腔内のたんの吸引等を実施する

にあたり、必要な体制整備や同意書の取得方法、医行為の水準の確保等について、具体的な内容

を記載した。巻末には、参考資料として、様式集を掲載しており、施設内において必要に応じて

適宜活用されたい。

なお、口腔内のたんの吸引等の標準的な手順や方法等については、「口腔内吸引実施ガイドライ

ン」及び「胃ろうによる経管栄養実施ガイドライン」を参照されたい。
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Ⅱ．口腔内のたんの吸引等の実施体制

本章では、特別養護老人ホームにおいて、看護職員と介護職員が連携・協働して口腔内のたん

の吸引等を実施するための体制について解説する。

１．実施体制の整備

特別養護老人ホームにおいて、介護職員が口腔内のたんの吸引等を実施するには、日常的に施

設職員間で情報共有やミーティング等を行い、多職種協働による連携体制が構築できていること

が基盤となる。その上で、利用者・家族の同意、配置医と看護職員の連携、介護職員の研修体制

の確保、協力医療機関との連携体制の構築等、施設の内外に渡り、実施体制を構築することが重

要である。

（１）施設内委員会の設置

介護職員による口腔内のたんの吸引等については、施設長が最終的な責任を持って安全の確保

のための体制の整備を行う。そのため、施設長の統括の下で、関係者からなる「口腔内のたんの

吸引等安全対策委員会（仮称）」を設置し、関係各職種及び他の医療機関、地域の他機関との連携

を行うことが必要である。委員会のメンバーは、施設長、配置医、看護職員、介護職員、生活相

談員、（管理）栄養士等とする。

本委員会は、介護職員が口腔内のたんの吸引等を安全に行うために設置するものであり、施設

内で安全な実施体制・手順等が十分に整備されるまでの一定期間は、施設内の別の委員会（介護

事故対策委員会等）とは別に設置すべきものである。

（２）職員配置

介護職員が口腔内のたんの吸引等を実施するためには、看護職員が中心となり施設全体の医学

的管理を行うことが必要であるため、看護職員の適正な配置、体制の充実は重要なポイントであ

る。特に、口腔内のたんの吸引等を実施する介護職員に対する施設内研修や技術指導は看護師が

行うこととなるため、中心的な役割を果たす看護職員には看護師を配置することが望ましい。

また、介護職員は非医療関係者であることを考慮し、口腔内のたんの吸引等を実施する介護職

員を養成する際には、施設長は本人の希望等を踏まえ、十分な理解を得ておくことが重要である。

（３）利用者情報の適切な管理

利用者の健康状態については、施設の看護職員が中心となり施設長、配置医、主治医（別途、

外部に主治医がいる場合に限る）、看護職員、介護職員等が常に情報交換を行い、情報を共有する

ことが重要である。また、施設職員が利用者家族とも定期的に面会するなど、日頃から施設と家

族の間で利用者の状況や提供しているケアなどの情報共有をしておくことも重要である。

そのためには、指示書や指導助言の記録、実施の記録が作成され、適切に管理・保管されてい

ることが必要である。



9

（４）適切な安全管理体制の構築

施設内外を含めた実施体制を構築する際には、問題発生時に速やかに連携を図れる体制の整備

と責任分担の明確化を行う必要がある。また、夜間等、看護職員が不在時で介護職員等が単独で

当該行為を実施する際の緊急連絡体制を構築することは大変重要である。

緊急時の対応があらかじめ定められ、その訓練が定期的になされているとともに、緊急時の配

置医・看護職員との連絡体制が構築されていることが、介護職員による口腔内のたんの吸引等の

実施に必要不可欠である。

また、介護職員が口腔内のたんの吸引を行うための一般的な技術に関するマニュアル等を整備

しておくことは、技術水準の担保と利用者の安全確保の面から大変重要である。マニュアル等は

運用する上で、施設や利用者の状況に合わせて、適宜更新することが必要である。

なお、施設内の安全・衛生面の管理には十分留意し、感染症予防等に努めることが必要である。

（５）ヒヤリハット事例の記録・評価

口腔内のたんの吸引等に関するヒヤリハット事例の蓄積・分析など、施設長、配置医、看護職

員、介護職員等の参加の元で、定期的な実施体制の評価、検証を行うことが重要である。実施体

制や実施手順の中で問題があることが判明した場合は、速やかに「口腔内のたんの吸引等安全対

策委員会（仮称）」を開催して実施体制を見直す等、対策を講じることが必要である。

（６）地域の他機関との連携

その他、保健所や協力医療機関、地域の他の医療機関、消防署等との連絡・協働体制を整備し、

問題発生時に速やかに対応できる体制を構築しておくことが必要である。

また、国や自治体等への報告についても、求められた際に提出できるような体制を整えておく

必要がある。
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２．研修の実施

看護職員と介護職員が連携・協働して口腔内のたんの吸引等を実施するためには、都道府県レ

ベル研修を受講済みの看護師が施設内講師となって、看護職員及び実施に当たる介護職員に対し、

必要な知識・技術に関する研修･指導を行う。

介護職員に対する研修については、介護職員の経験等も考慮して柔軟に行えるが、利用者の安

全を守るため、原則としてモデル事業と同等（計１4 時間）の知識・技能に関する研修であるこ

とが必要とされている。

なお、複数回に渡り、介護職員への研修を行うことが想定され、また研修を受講した介護職員

のみが口腔内のたんの吸引等を行えることから、施設内で研修を終了した介護職員のリスト（受

講日時、受講者名、受講プログラム名を記載）を整備することが望ましい。

図表 4 研修実施の流れ

都道府県レベル
研修（1～4回）

中央研修（2回）

厚生労働省
（委託先）

看護師
（150名程度×2回）

研
修

実施主体
（関係団体等）

中央研修を受
講後の看護師

特養の看護師

研
修

各施設

都道府県レベル
研修を受講後の
特養の看護師

看護職員・
介護職員

研
修

・都道府県レベル研修において、各
施設で講師となる看護師を養成。
・都道府県レベル研修の開催回数は、
施設（受講者）数に合わせて調整。
・実施主体は、関係団体等に協力要
請。
・国からの補助金なし

・中央研修において、都道府県
レベル研修で講師となる看護師
を養成。
・看護師は各都道府県3名以上
（県内の施設数にあわせて3～8
名程度）で、150名程度×2回で
計300名程度。
・研修プログラムは、2日間（12
時間）予定。
・国庫補助事業（旅費等は除く）

第１回 6/28・29

夏目途第２回 8/20・21
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介護職員に対する施設内研修のプログラム（雛形）を以下に示す。

図表 5 施設内研修（介護職員対象）プログラム（雛形） 計１４時間

テーマ 時間 方法 内 容

特別養護老人ホ
ームにおける看
護職員と介護職
員によるケア連
携協働の在り方

30 分 講義

○特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携による
ケアの在り方に関する取りまとめ

○特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて
○平成22年度特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の
ケア連携協働のための研修事業について

○高齢者介護の理念
○高齢者介護に関する倫理、法規

・老人福祉法
・介護保険法

○医療的ケアに関する倫理、法規
・医師法第十七条
・保健師助産師看護師法第三一条
・医師法第十七条に関わる通知

高齢者及び医療
的ケアに関する
倫理、法規及び
多職種連携

60 分 講義

○特別養護老人ホームにおけるケアと多職種連携
利用者へ適切な
ケアを提供する
ための具体的な
取り組み

30 分 講義
○施設内での取り組みの実際（体制整備、研修の実施等）
○ヒヤリハット・事故報告
○事例検討（施設内委員会）の実施方法

心身機能の加
齢性変化と日常
生活への影響

60 分 講義

○心身機能の老化の特徴
○身体機能、知的・認知機能、精神的機能の加齢性変化と日常生活
への影響

○身体機能、精神機能の低下の予防
呼吸器系の
しくみと働き

60 分 講義 ○呼吸器系の形態･機能

喀痰を生じる
疾患や病態

60 分 講義
○呼吸に関する症状に関する理解

・①呼吸困難 ②喘鳴 ③喀痰 ④咳嗽
・問診のポイント

口腔内吸引の
技術及び関連
するケア

60 分 講義

○吸引が必要な高齢者へのケア
①高齢者の日常生活に必要なケア
②排たんケア：できる限り吸引をしなくてもすむようにケアを組み
立てる

③口腔ケア、環境整備（気温、湿度）、感染症対策、清潔、不潔
の考え方

④消毒（消毒薬の副作用を含む）、滅菌技術
○吸引の技術

①吸引の準備（必要物品の管理、吸引器のしくみ、吸引器のメン
テナンス、作動状態の確認等）

②吸引が必要な者の観察（実施前・中・後）、吸引の実際（口腔
内吸引）

③吸引後の後片付け、吸引に伴う記録、報告

口腔内吸引の
技術及び関連
するケアの指導

40 分×3
回以上
（習熟度
にあわ
せて）

演習･
実習

○ＤＶＤ映像の視聴学習
○看護職員による吸引の実際を見学
○吸引に必要な器機の操作
○研修者同士で口腔内吸引
○消毒、医療廃棄物の処理
○口腔ケア
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テーマ 時間 方法 内 容

消化器系のしく
みと働き

60 分 講義 ○消化器系の形態･機能

経管栄養が
必要となる疾患
や病態

60 分 講義

○嚥下障害に関する理解
①高齢者の嚥下に関与する形態的特徴
②嚥下障害を疑う症状
③嚥下障害をおこす主な疾患
④対処方法

○関連する症状（下痢・便秘）

経管栄養の
技術及び関連
するケア

60 分 講義

○経管栄養が必要な高齢者へのケア
①高齢者の日常生活に必要なケア
（義歯の取扱い及び精神面を含む）

②口腔ケア、胃ろう挿入部のケア、環境整備（気温、湿度）
③感染症対策、消毒（消毒薬の副作用を含む）

○胃ろうによる経管栄養の技術
①胃ろうについて（種類、構造、利点、欠点等）
②胃ろうによる経管栄養の準備
（必要物品の管理、経管栄養剤の管理（食品・医薬品）等）

③胃ろうによる経管栄養が必要な者の観察（実施前・中・後）
④胃ろうによる経管栄養の実際
⑤胃ろうによる経管栄養後の後片付け
⑥胃ろうによる経管栄養に伴う記録、報告

胃ろうによる
経管栄養の技
術及び関連する
ケアの指導

40 分×3
回以上

(習熟度に
あわせて)

演習･実
習

○ＤＶＤ映像の視聴学習
○看護職員による経管栄養の実際を見学
○経管栄養に関する用具の取扱い
○消毒、医療廃棄物の処理

安全管理体制と
リスクマネジメン
ト

60 分 講義

○高齢者介護施設における感染対策
○社会福祉施設におけるリスクマネジメント
○吸引・経管栄養による急変・事故発生時の対応
○救急蘇生法
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３．実施上の手順

以下に、特別養護老人ホームにおける口腔内のたんの吸引等を実施するための体制図を示す。

施設内において、施設長を責任者とし、医療面で看護職員を中心とした連携体制を構築して、利

用者の安全確保を図ることとする。

なお、口腔内のたんの吸引等を必要とする利用者であると決定するにあたっては、施設長、配

置医、看護職員、介護職員等が利用者の状態像について情報を共有し、十分な検討を行うことが

重要である。

図表 6 特別養護老人ホームにおける口腔内のたんの吸引等実施体制図

利用者・家族への説明から介護職員による口腔内のたんの吸引等の実施に至るまでに、特別養

護老人ホームの各関係者（施設長、配置医、看護職員、介護職員、その他）が行う手続きの内容

を以下に示す。なお、書面が必要なものについては、巻末に例を示してあるので、参考にされた

い。

【連絡支援
体制】

国 自治体

看護師による研修を受けた介護職員

地
域
の
保
健
所
・消
防
機
関
等

特別養護老人ホーム
協力医療機関

家族

【口腔内のたんの吸引等安全対策委員会】

施設長（管理者）、配置医、看護職員、介護職員、
介護支援専門員、生活相談員、（管理）栄養士 等

利用者

②利用者・
家族の同意

【報告・状況把握】

④指示書

⑥口腔内のたんの吸引等の実施

⑤個別具体的な計画の作成及び
介護職員への指示

【報告・状況把握】

配置医看護職員

①利用者・家
族への説明

③指示書発行依頼
施設長（管理者）

⑦実施状況
の報告(c)

⑦実施状況の報告(b)

⑦実施状況
の報告(a)

文書の取り交わしを要する連携
（①、②、④、⑤）

文書の取り交わしを必要としない連携
（③、⑥、⑦）
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図表 7 実施上の手順と必要な書類

順序 内容 関係者 書類内容
様式番号
※参考資料参照

① 利用者・家族への説明 施設長⇒利用者・家族

② 利用者・家族の同意 利用者・家族⇒施設長

説明書兼

同意書
様式１

③
配置医への指示書発行

依頼
施設長⇒配置医 ― ―

④
配置医から看護職員へ

の書面による指示
配置医⇒看護職員 指示書 様式２

⑤

個別具体的な計画の作

成及び介護職員への指

示

看護職員⇒介護職員 実施計画書 様式３

⑥
口腔内のたんの吸引等

の実施
介護職員⇒利用者 ― ―

⑦ 実施状況の報告

介護職員⇒看護職員(a)

看護職員⇒配置医(b)

看護職員⇒施設長(c)
― ―

まず、口腔内のたんの吸引等が必要な利用者もしくはその家族に対し、施設長が当該施設の組

織的対応及び介護職員が当該行為を行うことを説明し（①）、利用者もしくは家族から書面による

同意を得る必要がある（②）。

次に、施設長は配置医に対して、看護職員の指示の下、介護職員が口腔内のたんの吸引等を行

うことを許可するための指示書の発行を依頼し（③）、配置医は、看護職員に対し、指示書を発行

する（④）。

配置医からの指示を受け、看護職員は、口腔内のたんの吸引等が必要な利用者ごとに、個別具

体的な計画を作成し、配置医・介護職員と共有する（⑤）（口腔内のたんの吸引等安全対策委員会

とも共有しておくことが望ましい）。なお、個別具体的な計画については、様式３に記載されてい

る事項がもれなく看護計画やケアプランに記載されていれば、新たに作成する必要はない。

実際の口腔内のたんの吸引等の実施にあたっては、看護職員の指示の下、看護職員と介護職員

が連携・協働して実施する（⑥）。介護職員は、口腔内のたんの吸引等の実施状況を適宜、看護職

員に報告する（⑦(a)）。看護職員はその実施状況を、適宜配置医や施設長に報告する（⑦(b)(c)）。
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次に、これらの手順のうち、特に留意すべき点について、ポイントをまとめる。

（１）利用者の同意取得

介護職員等による口腔内のたんの吸引等の実施にあたっては、利用者（利用者に同意する能力

がない場合にはその家族等）は、当該施設の組織的な対応について施設長から説明を受け、それ

を理解した上で、当該施設の介護職員が当該行為を行うことについて、書面で同意を行う必要が

ある。

１）説明及び同意取得の時期

利用者が口腔内のたんの吸引等を必要とする時期に実施する。施設側が必要と判断とした時期、

もしくは利用者側から口腔内のたんの吸引等に関する依頼があった時期とする。ただし、利用者

の施設利用開始時に、施設の方針により介護職員が口腔内のたんの吸引等を実施する可能性があ

ることについて予め説明を行い、同意を取得しておくことは差し支えない。

２）説明のポイント

どのような行為が当該利用者に必要なのか、介護職員がその行為を実施するに当たり、安全確

保のために施設としてどのような対応をとっているか等について、施設長自らが説明し、利用者

の不安を払拭した上で同意を得ることが必要となる。

介護職員による口腔内のたんの吸引等の実施にあたっては、施設長は配置医、看護職員、介護

職員等と話し合いの場を設け、当該利用者の状況を詳細に把握した上で実施する必要がある。

具体的には、以下の事項を盛り込んだ説明を実施し、説明書と同意書を取り交わすことが必要

である。

・ 介護職員による実施を想定している行為の内容

 口腔内のたんの吸引／胃ろうによる経管栄養

・ 口腔内のたんの吸引等を実施するための施設の体制

 口腔内のたんの吸引等安全対策委員会の設置

 配置医と施設・看護職員との間における指示のやりとり

 看護職員から介護職員への研修、実施計画書の内容

 その他、安全確保のために実施している方策



16

（２）医療関係者による的確な医学的管理

介護職員等が口腔内のたんの吸引等を実施するためには、配置医、看護職員による的確な医学

管理の体制を構築することが必要である。特に、施設内においては、看護職員が中心となって介

護職員による口腔内のたんの吸引等のケアの質を管理することが必要となる。医学的管理におい

て重要なポイントは以下のとおりである。

・ 配置医から看護職員に対し、書面による必要な指示を行う

・ 看護職員の指示の下、看護職員と介護職員が連携・協働して実施する

・ 配置医、看護職員及び介護職員の参加の下、口腔内のたんの吸引等が必要な利用者

ごとに、個別具体的な計画を整備する

利用者に合わせた個別具体的な計画については、看護職員が立案し、配置医、介護職員と共有

した上で、介護職員が計画に沿って口腔内のたんの吸引等を実施することが重要である。

また、施設内感染の予防等、安全・衛生面の管理には十分留意する必要がある。

（３）口腔内のたんの吸引等の水準確保

介護職員による口腔内のたんの吸引等が適切に行われるためには、口腔内のたんの吸引等の技

術水準が常に一定以上に担保されている必要がある。そのため、施設内で看護師が研修・指導を

行う等により、看護職員及び実施に当たる介護職員が必要な知識・技術に関する研修を受けてい

ることが必要である。

水準の確保において重要なポイントは以下のとおりである。

・ 看護師が研修内研修・指導を行う等により、看護職員及び介護職員が、口腔内のたん

の吸引等に必要な知識、技術に関する研修を受けていること

・ 口腔内のたんの吸引等については、承認された介護職員が承認された行為について行

うこと

・ 当該利用者に関する口腔内のたんの吸引等について、配置医、看護職員及び介護職員

の参加の下、技術の手順書が整備されていること

なお、一般的な技術の手順書については、別途配布する口腔内のたんの吸引等実施マニュアル

を参考に、各施設特性に応じて整備するものとする。手順書は適宜更新されることが必要である。
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４．職種別の留意事項

これらの実施体制を構築し維持するには、施設長、配置医、看護職員、介護職員等が緊密に連

携を取り合っていくことが重要である。主な職種別の留意点を以下に示す。

（１）施設長

☞ ポイント

・ 各職員が情報交換・情報共有できる連携体制を構築する。特に、利用者の健康状態等

に関する情報共有の体制や、各職員の責任分担を明確化、夜間や緊急時の職種間連携

体制の構築を行う。

・ 介護職員が口腔内のたんの吸引を行うことについての、利用者・家族への説明を行う

とともに、同意を取得する。

・ 非医療従事者である介護職員が口腔内のたんの吸引等を行うことについて、施設長は

介護職員の希望等を確認し、実施する介護職員からの十分な理解を得たうえで実施す

る。

・ その他、全体的な体制整備に関する事項を統括する。

（２）配置医

☞ ポイント

・ 看護職員に対して、介護職員による口腔内のたんの吸引等の実施に関する指示を書面

で発行することが必要である。

・ 看護師が実施する介護職員への研修に対して、助言や指示を行う。

・ 介護職員が実施するための、口腔内のたんの吸引のための具体的な計画について、看

護職員、介護職員と共有する（口腔内のたんの吸引等安全対策委員会とも共有してお

くことが望ましい）。

・ 利用者の健康状態について、看護職員等と情報交換を行い、情報を共有する。

・ 夜間や緊急時の連携について施設側と相談し、連絡体制を構築する。

配置医は、介護職員による口腔内のたんの吸引等の実施について、包括的な医学的管理

を行う立場にあるため、看護職員に対して書面で必要な指示を出すとともに、看護職員

と密に連携をとり、看護師が実施する介護職員への研修や指導に対して助言を行う。ま

た、利用者に対する具体的なケア内容についても、看護職員、介護職員と共有すること

が重要である。

施設長は、介護職員等による口腔内のたんの吸引等の実施に最終的な責任を持つもの

であり、安全確保の体制整備を行う。そのためには、職種間の連携体制を構築するこ

とが重要である。また、介護職員が口腔内のたんの吸引等を行うことについて、利用

者や、介護職員の理解を得ることも重要である。
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（３）看護職員

☞ ポイント

・ 看護職員が各利用者に対する口腔内のたんの吸引等を直接実施するだけでなく、施設

内の介護職員も看護職員と同様に口腔内のたんの吸引等が実施できるよう、施設内で

の研修や技術指導などを行うことも必要である。

・ 口腔内のたんの吸引等に関する必要な書類・記録（※）を作成し、適切に管理・保管

しておく。手順書等は、必要に応じて内容を適宜更新する。

・ 利用者の健康状態について、施設長、配置医、主治医、介護職員と情報交換を行い、

情報を共有する。

・ 夜間や緊急時は、配置医と迅速に連携が図れるよう、連絡体制を構築する。

（※）一般的な技術の手順書、指示書、指導助言の記録、実施の記録、緊急時の対応

の手順、ヒヤリハット事例の発生記録・検討の記録

（４）介護職員

☞ ポイント

・ 利用者の健康状態について、施設長、配置医、主治医、看護職員と情報交換を行い、

情報を共有する。

・ 口腔内のたんの吸引等を行うことに関しては、看護師等の実施する研修や指導を受け

たうえで、安全性に配慮して行うことが必要である。

・ 口腔内のたんの吸引等の実施に関し、技術的な不安等により単独で実施することが困

難な場合は、施設長、看護職員等に相談し、希望を伝える。

介護職員は、看護職員からの研修や指導を積極的に受けること。看護職員との連携を密

にし、利用者の健康状態等の情報を共有しておく。緊急時等に看護師や配置医との連携

を図れるよう、連絡方法を確認しておくことも重要である。

看護職員は、介護職員による口腔内のたんの吸引等の実施に際して、利用者に対する

個別の口腔内のたんの吸引等への関与に加え、介護職員への施設内研修・技術指導な

ど、施設内の体制整備に全体的に関与する。介護職員との連携を密にし、利用者の健

康状態等の情報を共有しておくこと、緊急時等に配置医との連携を図れるよう連絡体

制を構築しておくことも重要である。
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（５）その他の職種

☞ ポイント

・ 介護支援専門員は、利用者の状況、ケアの内容を把握し、口腔内のたんの吸引等の実

施を含めた計画の作成を行う。また、口腔内のたんの吸引等の手順や安全性の確保等

について知識を取得しておくことが重要である。

・ 生活相談員は、家族への方針説明や、同意の取得において、施設長を補佐して手続き

を行うことが重要である。また、家族の不安への対処等、家族と連携を図るとともに、

外部機関との連携体制も構築することが必要である。

・ （管理）栄養士は、利用者の状態に合わせた栄養ケア計画の作成や、食事相談、栄養

の管理を行う。

上記以外にも、介護職員による口腔内のたんの吸引等を行うためには、介護支援専門員、

生活相談員、（管理）栄養士等と協働して実施する必要がある。
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参考資料

以下、特別養護老人ホームにおいて、口腔内のたんの吸引等を実施する上で

必要な書類の様式を以下に示す。なお、書式については各施設の実情に応じ

て適宜、内容を変更・追加することが望まれる。
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＜様式１：説明書兼同意書＞

説明書 兼 同意書

年 月 日

（利用者名・家族名） 様

（施設名）

施設長 （施設長名） 印

当施設では厚生労働省の通知（平成 22 年 4 月 1 日医政発 0401 第 17 号厚生労

働省医政局長通知）を受け、利用者様に対する以下のケアの一部の行為を配置医、看

護職員の指示の下、看護職員と介護職員が協働して実施する方針としております。

これらのケアは、特別養護老人ホームにおける他の医療的なケアと比べ、医療関係

者との連携・協働の下では相対的に危険性が低いとされており、また、施設内におい

ても介護職員への研修体制の整備、配置医による看護職員・介護職員への指導の実施、

「医療的ケアの安全対策委員会」による実施状況の把握や研修内容の見直しを定期的

に行うなど、利用者様の安全確保に向けて最善を尽くしてまいります。

つきましては、施設の方針に賛同いただき、看護職員と介護職員が協働して実施す

る以下のケアの実施について同意していただきますよう、宜しくお願いいたします。

記

□ 口腔内（咽頭の手前まで）のたんの吸引

□ 胃ろうによる経管栄養（栄養チューブ等の接続・注入開始を除く）

===========================================================================

同意書

看護職員と介護職員が協働して実施する下記のケアの実施について同意いたします。

□ 口腔内（咽頭の手前まで）のたんの吸引

□ 胃ろうによる経管栄養（栄養チューブ等の接続・注入開始を除く）

年 月 日

（利用者名・家族名） 印

施設長確認印
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＜様式２：包括指示書＞

包 括 指 示 書

（施設名）

（看護職員名） 様

下記の利用者に対して、看護職員の指示のもと、看護職員と介護職員が協働して下

記の医療的ケアを実施することを承諾します。

記

１．対象利用者名

（利用者名）

２．指示事項

□ 口腔内（咽頭の手前まで）のたんの吸引

□ 胃ろうによる経管栄養（栄養チューブ等の接続・注入開始を除く）

指示内容

３．留意事項

年 月 日

（配置医名） 印
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＜様式３：実施計画書＞

実施計画書

作成日： 年 月 日

作成者： （看護職員名）

対象利用者名

実施期間 年 月 日 ～ 年 月 日

ケアプラン上

の課題

アセスメント

実施上の留意

点
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